
別紙２ 

新旧対照表 

【関税法基本通達（昭和 47 年３月１日財関第 100 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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改正後 改正前 

 

第４章 保税地域 

第３節 保税蔵置場 

 

（特定保税承認者の承認申請手続） 

50－３ 法第50条第１項の規定に基づく承認の申請（以下この節において「承

認申請」という。）は、「特例輸入者等承認・認定申請書」（Ｃ－9000）（以下

この節において「承認申請書」という。）２通（原本、申請者用）（申請者が

特定保税承認者の承認の申請と同時に特定保税運送者（法第63条の２第１項

に規定する特定保税運送者をいう。以下同じ。）の承認又は認定通関業者の認

定を受けることを希望する場合には、当該申請者が受けようとする１承認又

は認定につき１通を加えた数の申請書を提出することとする。）を、申請者の

住所又は居所の所在地（申請者が法人である場合は、当該法人の登記簿に登

記された本店又は規則第４条の５第１号イに規定する部門が置かれている場

所の所在地をいう。）を所轄する税関（以下この節において「担当税関」とい

う。）の本関の担当部門に提出することにより行う。この場合において、法人

である申請者が希望するときは、承認申請書を所轄税関に提出することによ

り行うこととして差し支えない。 

ただし、申請者の利便性等を考慮し、担当税関又は所轄税関（複数ある場

合には、当該申請者が法第50条第１項に規定する届出を行おうとする場所の

うち、主たる場所の所在地を所轄する税関。以下この節において「主な所轄

税関」という。）の最寄の官署（以下この節において「署所」という。）の窓

口担当部門へ提出することを妨げない。この場合において、当該承認申請書

を受理した署所の窓口担当部門は、その申請書を速やかに本関の担当部門に

送付するものとする。 

なお、承認申請書の添付書類及び承認申請書の記載事項の取扱いは、次に

よる。 

⑴〜⑶ （省略） 

 

第４章 保税地域 

第３節 保税蔵置場 

 

（特定保税承認者の承認申請手続） 

50－３ 法第50条第１項の規定に基づく承認の申請（以下この節において「承

認申請」という。）は、「特例輸入者等承認・認定申請書」（Ｃ－9000）（以下

この節において「承認申請書」という。）２通（原本、申請者用）（申請者が

特定保税承認者の承認の申請と同時に特定保税運送者（法第63条の２第１項

に規定する特定保税運送者をいう。以下同じ。）の承認又は認定通関業者の認

定を受けることを希望する場合には、当該申請者が受けようとする１承認又

は認定につき１通を加えた数の申請書を提出することとする。）を、申請者の

住所又は居所の所在地（申請者が法人である場合は、当該法人の登記簿に登

記された本店又は規則第４条の５第１号イに規定する部門が置かれている場

所の所在地をいう。）を所轄する税関（以下この節において「担当税関」とい

う。）の本関の担当部門に提出することにより行う。 

ただし、申請者の利便性等を考慮し、担当税関又は所轄税関（複数ある場

合には、当該申請者が法第50条第１項に規定する届出を行おうとする場所の

うち、主たる場所の所在地を所轄する税関。以下この節において「主な所轄

税関」という。）の最寄の官署（以下この節において「署所」という。）の窓

口担当部門へ提出することを妨げない。この場合において、当該承認申請書

を受理した署所の窓口担当部門は、その申請書を速やかに本関の担当部門に

送付するものとする。 

なお、承認申請書の添付書類及び承認申請書の記載事項の取扱いは、次に

よる。 

 

 

⑴〜⑶ （同左） 




